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１．計画の基本的事項 
 

(１) 計画の基本的な考え方 

 

 令和７年（２０２５年）に団塊の世代が全て７５歳以上となる超高齢社会を迎えるにあ

たり、効率的で質の高い医療提供体制の構築を図るとともに、住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支

援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの充実と強化を図り、地域において急性期か

ら在宅医療・介護までの一連のサービスを切れ目や過不足なく確保する体制を整備してい

くことが、喫緊の課題となっている。 

 本県においても、今後、高齢化の一層の進展が見込まれており、現在の医療、介護サー

ビスの提供体制のままでは十分な対応ができなくなることが考えられるため、令和７年を

見据え、限られた医療、介護資源を有効に活用しながら、利用者の視点に立って必要なサ

ービスを確保していく必要がある。 

 このため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法

律第６４号）第４条に基づく本計画を策定し、地域医療構想を踏まえた病床の機能分化・

連携の推進を図るための事業を本格化させるほか、地域包括ケアシステムの充実・強化に

向けた在宅医療や住み慣れた地域での生活を支える介護サービス提供体制の構築、これら

を支える医療従事者や介護従事者の確保・定着を図るための事業に取り組むことにより、

本県における医療及び介護の総合的な確保を推進していく。 

 

山梨県の人口 

                                                            （単位：人） 

  H12 H17 H22 H27 R2 

山梨県全県 888,172 884,515 863,075 834,930 809,974 

中北 472,472 476,572 473,854 464,759 459,608 

峡東 147,747 146,319 141,288 136,371 129,619 

峡南 67,022 63,466 58,137 52,771 47,836 

富士・東部 200,931 198,158 189,796 181,029 172,911 

出所） 総務省「国勢調査」  

 



 

2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）R2 まで 

総務省「国勢調査」「人口推計」（全国） 

山梨県「高齢者福祉基礎調査」（山梨） 

R7 以降 国立社会保障・人口問題研究所 

「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」（全国） 

「日本の将来推計人口（平成 30 年推計）」（山梨） 
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［令和３年度計画に基づき実施する事業］ 

 

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 
  地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業 

 

（医療分） 

Ｎｏ.１ 地域医療構想推進事業 

Ｎｏ.２ 医療機能分化・連携推進地域移行支援事業 

Ｎｏ.３ 周術期等口腔機能管理推進事業 

Ｎｏ.４ 地域医療連携推進総合拠点事業 

Ｎｏ.５ 地域医療体制連携強化事業 

Ｎｏ.６ 単独支援給付金支給事業 

 

〇 平成２８年５月に策定した「山梨県地域医療構想」は、患者の状態に見合った病床
で、その状態にふさわしい医療を受けられるようにすることができるための方向性を
示すものとして、令和７年における必要病床数等を推計したものである。 

 

〇 この構想で示した令和７年における機能区分別の必要病床数は、図表１のとおりで

あり、平成２６年度の病床機能報告の結果と比較すると、急性期機能からの転換等に

よる「回復期機能の充実・強化」や、今後在宅医療等での対応が必要とされる「慢性

期機能の見直し」が課題となっている。 

 

〇 このため、令和７年を見据えて、在宅医療等による患者の受け皿を整備していくと

ともに、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を本格化し、病床

の機能分化･連携を推進していく。 

 

 

図表１ 令和 7年における機能区分別の必要病床数（出所「山梨県地域医療構想」） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあたっては一定の留意が必要 

 
 
 
 

全  県　
⾼度急性期 1,178 535
急性期 3,914 2,028
回復期 928 2,566
慢性期 2,348 1,780

8,368 6,909
床 床

平成26年7月時点
病床機能報告の集計結果

令和7年（2025年）
地域医療構想における必要病床数

計 計
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２ 居宅等における医療の提供に関する事業 
 

（医療分） 

Ｎｏ. ７ 在宅医療人材育成事業 

 
〇 令和７年における在宅医療等の医療需要は、県全体で１日あたり８，２０１人と推計

されている。この内、訪問診療の受領者は 1 日あたり３，５０８人の対応が必要となっ

ているが、平成２８年度の訪問診療の受領者は 1 日あたり２，５７７人となっており、

体制の整備が必要となっている。 
 
〇 本県は、図表２のとおり、人口１０万人対の在宅療養支援診療所数が全国平均を大き

く下回るほか、平成２８年における訪問診療患者数が人口１０万人対で全国４３位とな

るなど、在宅医療の提供体制は総じて脆弱な状況となっている。 
 
〇 このため、引き続き在宅医療に取り組みやすい環境を整備し、在宅医療を担う医師、

歯科医師、看護師等の確保･養成や、医師連携･多職種連携体制の構築等に向けた取組を

総合的に推進していく。 

 
図表２ 在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、訪問診療患者の数  

                        （出典「山梨県地域医療構想」）  
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３ 介護施設等の整備に関する事業 
 

（介護分） 

事業番号１ 山梨県介護施設等整備事業 

 
 
〇 本県ではこれまで、在宅サービスの充実と併せ、自宅での生活が困難な高齢者が安心

して生活できるよう、特別養護老人ホーム等の整備を計画的に実施してきた。これによ

り、本県の要介護認定者数に対する特別養護老人ホームの定員数は、全国でも上位に位

置している。 
 

図表３ 特別養護老人ホーム整備状況（令和元年度） 

 

  出所）山梨県「健康長寿やまなしプラン」（令和 3年度～令和 5年度） 

 
 

〇 しかし、特別養護老人ホームへの入所申込者（待機者）は、依然として全国平均より

多く、入所の必要性の高い方（要介護認定者）も相当数待機している状況にある。 
 

〇 これら必要性の高い待機者の数は、健康長寿やまなしプランに基づく施設整備等によ

り減少してきたが、高齢化に伴い、介護サービスの利用者も増加することが見込まれて

いることから、計画的な施設整備が必要となる。 
 

〇 このため、在宅での生活が困難な高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、その有す

る能力に応じた生活を人生の最期まで続けることができるよう、地域密着型を基本とし

て特別養護老人ホーム等の整備を進めていく。 
 

〇 また既存の施設については、生活環境の向上を図るため、高齢者のプライバシー保護

のための施設改修や簡易陰圧装置設置の設置、看取り環境の整備、大規模修繕にあわせ

た介護ロボット、ICT の導入支援等を計画的に進めていく。 
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４ 医療従事者の確保に関する事業 
 

（医療分） 

Ｎｏ. ８ 地域医療支援センター運営事業 

Ｎｏ. ９ 医師派遣推進事業 

Ｎｏ.１０ 産科医等確保対策事業 

Ｎｏ.１１ 小児救急医療体制確保事業 

Ｎｏ.１２ 救急搬送受入支援事業 

Ｎｏ.１３ 医師修学資金貸与事業 

Ｎｏ.１４ 医療従事者確保対策事業 

Ｎｏ.１５ 新人看護職員研修事業 

Ｎｏ.１６ 看護職員資質向上推進事業 

Ｎｏ.１７ 看護職員確保対策事業 

Ｎｏ.１８ 看護師等養成所運営費補助事業 

Ｎｏ.１９ 病院内保育所運営費補助事業 

Ｎｏ.２０ 看護職員就労環境改善事業 

Ｎｏ.２１ 歯科衛生士確保対策事業 

 

〇 平成３０年における本県の医療施設従事医師数は、図表４のとおり、人口１０万人対

で２３９．２人であり、全国平均（２４６．７人）を下回る。 

  加えて、医療圏域別の人口１０万対医師数では、中北区域に医師が集中する一方で、

峡南区域、富士･東部区域では医師数が極めて少なく地域偏在が顕著となっている。 

 

〇 また、平成２８年における本県の就業看護師･就業准看護師数は、図表５のとおり、

人口１０万人対で１,１９８.７人であり、県全域では全国平均（１,１６０.１人）を上

回っている。 

  加えて、医療圏域別では、中北区域や峡東区域に看護職員が集中し、峡南区域や富士･

東部区域との間で、地域偏在が顕著となっている。  

 

〇 地域に必要な医療従事者の確保が困難になっている背景としては、若い世代の職業意

識の変化や医療ニーズの多様化、医師の偏在等が挙げられる。特に、当直や交替制勤務

を行う医療従事者の勤務環境が厳しい状況に置かれていることから、勤務環境の改善を

一層進めることにより、人材の定着を図ることが必要である。 

 

〇 このため、医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、潜在看護職員の再就業

支援、チーム医療の推進等に必要な事業を総合的に実施し、医師、看護師等の地域に必

要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進していく。 
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図表４ 医療施設従事医師数 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図表５ 就業看護師･就業准看護師数（平成 30 年人口 10 万対） 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な診療科別の医療施設従事医師数 医療施設従事医師数 
（平成 30 年 人口 10 万対） 

 
 

 
 

中北   
297.6 人 

峡東   
196.7 人 

富⼠･東部   
150.8 人 

峡南   
116.9 人 

2.5 倍 2.0 倍 

⼭梨県  239.2 人 
全 国  246.7 人 

出所）厚生労働省「医師･歯科医師･薬剤師調査」（平成 30 年） 

      総務省「人口推計」（平成 30 年 10 月 1日現在） 

山梨県「常住人口調査」（平成 30 年 10 月 1日現在） 

⼭梨県  1,260.8 人 
全 国  1,204.6 人 

  
    

    

中北   
1,395.3 人 

峡東   
1,441.1 人 

富⼠･東部   
823.2 人 

峡南   
1,046.2 人 

1.3 倍  1.7 倍 

出所） 厚生労働省「衛生行政報告例」（平成 30 年度） 

       総務省「人口推計」（平成 30 年 10 月 1日現在） 

山梨県「常住人口調査」（平成 30 年 10 月 1日現在） 

実数
（人）

実数
（人）

全国 全国

総　数 1,954 239.2 246.7 心臓血管外科 19 2.3 2.5

内科（一般内科） 363 44.4 47.8 消化器外科 46 5.6 4.4

呼吸器内科 35 4.3 5 泌尿器科 52 6.4 5.9

循環器内科 85 10.4 10.1 脳神経外科 55 6.7 6

消化器内科 92 11.3 11.8 整形外科 156 19.1 17.3

腎臓内科 33 4 4 眼科 87 10.6 10.5

神経内科 30 3.7 4.1 耳鼻咽喉科 62 7.6 7.3

糖尿病内科 35 4.3 4.1 産婦人科･産科 76 9.3 8.9

皮膚科 51 6.2 7.4 婦人科 17 2.1 1.5

小児科 127 15.5 13.7 リハビリテーション科 26 3.2 2.1

精神科 96 11.8 12.6 放射線科 42 5.1 5.4

外科（一般外科） 73 8.9 10.9 麻酔科 62 7.6 7.6

診療科

人口10万対
（人） 診療科

人口10万対
（人）

山梨 山梨
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５ 介護従事者の確保に関する事業 
 
 

 

（介護分） 

事業番号２  福祉・介護確保対策情報発信事業 

事業番号３  介護の魅力発信プロジェクト事業（介護アンバサダー設置等） 

事業番号４        〃        （合同入職式等開催） 

事業番号５  求人求職マッチング機能強化事業 

事業番号６  福祉・介護人材キャリアパス支援事業 

事業番号７  主任介護支援専門員養成研修事業 

事業番号８  介護支援専門員資質向上事業 

事業番号９  認知症対応型サービス事業等研修事業 

事業番号１０ 再就労者支援事業 

事業番号１１ 認知症地域医療支援事業 

事業番号１２ 労働環境・処遇改善・人材育成力強化事業 

事業番号１３ 介護ロボット導入支援事業 

事業番号１４ ICT 導入支援事業 

事業番号１５ 新型コロナウイルス感染症流行下のサービス提供体制確保事

業 

事業番号１６ 介護分野就職支援金貸付事業 

事業番号１７ 介護サービス事業所・施設における感染症対策支援事業 

 
 

〇 県ではこれまで、介護人材の養成事業や職業訓練、介護ロボットや ICT の導入支援

事業を実施して、介護人材の確保と資質の向上を図ってきた。 

〇 しかし、介護事業所の人手不足感は解消せず、県内の介護サービス事業所を対象とし

た令和２年度の調査結果を見ると、事業所の 55.1%が、従業員が不足していると回答し

ており、特に、訪問介護員（85.8%）、介護職員（70.4%）の不足感が高くなっている（介

護労働安定センター「令和２年度介護労働実態調査・山梨県版」）。介護分野の有効求人

倍率や離職率は、全産業中でも上位に位置しており、需要と供給のバランスが取れてい

ない状況である。 
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〇 厚生労働省の推計によると、本県の介護職員数は、13,689 人（令和元年度）となって

おり、高齢化の進展等に伴って、今後も介護サービス利用者は増加し、令和 7 年（2025

年）には、本県では 15,264 人の介護人材が必要となると見込まれるが、同年の本県の

介護職員数は 14,687 人と見込まれており、介護人材の需要と供給のギャップが生じる

こととなる。 

 

〇 このため令和３年度では、課題の解決に向けて、山梨県地域医療介護総合確保計画事

業である介護人材の確保・定着を図るため、介護人材の資質向上や介護の仕事の魅力発

信、労働環境の改善を図るための事業を推進する。 

 

○ 介護人材の資質向上事業として、介護支援専門員の研修事業や認知症対応型サービス

事業等の研修事業を推進する。また、労働環境の改善を図るため、介護ロボットや ICT

の導入支援事業も推進していく。 

 

○ 併せて、潜在的な介護人材を確保するため、求人と求職のマッチング事業や、再就労

者の支援事業、他分野から介護分野へ就職を希望する者への就職支援金の貸付事業を実

施する。 

 
〇 また、新型コロナウイルス感染症流行下においても介護サービスの提供体制を確保す
るため、介護事業所における感染症対策支援事業を実施する。 
 
 
 
 
 
 

（％）

①
大
い
に
不
足

②
不
足

③
や
や
不
足

④
適
当

⑤
過
剰

不
足
感

（
①
＋
②
＋
③
）

全体 29 3.4 17.2 34.5 44.8 - 55.1

訪問介護員 7 14.3 42.9 28.6 14.3 - 85.8

サービス提供責任者 6 16.7 33.3 - 50.0 - 50.0

介護職員 27 3.7 11.1 55.6 29.6 - 70.4

看護職員 23 - 13.0 13.0 73.9 - 26.0

生活相談員 17 - 5.9 11.8 82.4 - 17.7

PT・OT・ST等 8 - - - 100.0 - 0.0

介護支援専門員 16 6.3 12.5 6.3 75.0 - 25.1

（出所）令和２年度介護労働実態調査（介護労働安定センター）

従業員の過不足の状況（山梨県）

当
該
職
種
の
い
る

事
業
所
数
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６ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 
 

（医療分） 

Ｎｏ.２２ 地域医療勤務環境改善体制整備事業 

 
 

○ 山梨県においては、2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開

始に向け、医師の労働時間短縮を強力に進める必要があることから、勤務医の働き方改

革の推進の取組を進める。 

 

・救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000 件未満、又は救急車受入件数 1000 件未

満で夜間・休日・時間外入院件数が 500 件以上の医療機関において、客観的な労働時間

管理方法を導入している医療機関の増加 
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(２) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 

山梨県における医療介護総合確保区域については、中北地域、峡東地域、峡南地域、富

士･東部地域を区域とする。 
 

☑ 二次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□ 二次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：        ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

区域名 
面積 
(㎢) 

人口 
(人、R2) 

人口密度 
（人／㎢） 

高齢化率 
(R3) 

構成市町村 

中北区域 
1,335.5 
(29.9%) 

459,608 
(56.7%) 

344.1 28.8% 
甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、北杜市、
中央市、昭和町 

峡東区域 
755.8 

(16.9%) 
129,619 
(16.0%) 

171.5 33.1% 山梨市、笛吹市、甲州市 

峡南区域 
1,060.0 
(23.8%) 

47,836 
(5.9%) 

45.1 41.4% 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 

富士･東部区域 
1,309.3 
(29.4%) 

172,911 
(21.3%) 

132.1 31.7% 
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、
西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖
町、小菅村、丹波山村 

 
出所） 国土地理院「令和 2 年全国都道府県市区町村別面積調」 

総務省「令和 2年国勢調査」  

山梨県「令和 3年度高齢者福祉基礎調査」 

 

 

  

中北区域 

峡東区域 

富士・東部区域 

峡南区域 
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 (３) 計画の目標の設定等  
 
■山梨県全体 
 
１．目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的に

受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステムの充実と強

化に向けた在宅医療や、住み慣れた地域での生活を支える介護サービス提供体制の構

築、これらを支える医療従事者や介護従事者の確保・定着を進めることにより、医療計

画 ※１ や介護保険事業支援計画 ※２ に掲げている目標の達成を目指すものとする。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 

※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 30 年度～令和 5 年度） 

  （医療計画の一部である「山梨県地域医療構想」を含む） 
 

※２「健康長寿やまなしプラン」（令和 3年度～令和 5 年度） 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 
地域医療構想を踏まえ、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を

実施し、病床の機能分化･連携を推進する。 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標） 
 
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→  535 床（R7） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 2,028 床（R7） 

・回復期機能    928 床（H26）→ 2,566 床（R7） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,780 床（R7） 
 
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育成

等に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。 
 

【定量的な目標値】 
 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  140 施設（H27）→ 154 施設（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   20 施設（H27）→  23 施設（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        7 施設（H28）→   9 施設（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  50 施設（H27）→ 56 施設（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        40 施設（H27）→ 45 施設（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     45 施設（H28）→  51 施設（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数   83 施設（H27）→  92 施設（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数  0 箇所（H29）→ 1 箇所以上（R2） 
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③ 介護施設等の整備に関する目標 
 
地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和３年度

～５年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 
 地域密着型介護老人福祉施設         1,661 床   →  1,835 床  

 認知症高齢者グループホーム         1,139 床   →  1,193 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      29 カ所 → 32 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       5 カ所  →  10 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 12 カ所  

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
 
医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 
 

【定量的な目標値】 
 
 医療施設従事医師数   1,924 人（H28） →  2,099 人（R5） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,742.5 人（R5） 

 養成所等卒業生県内就業率    75.6％（H29）→ 75.6％（R5） 

 ナースセンター事業再就業者数    430 人（H28）→  443 人（R5） 

 MFICU 病床数       6 床（H29）→   6 床（R5） 

 NICU 病床数      30 床（H29）→  30 床（R5） 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
 
介護人材の確保・定着を図るため、介護人材の資質向上や介護の仕事の魅力発信、労

働環境の改善を図るための事業を推進する。また潜在的な介護人材の確保事業も推進し

ていく。併せて、介護事業所における感染症対策支援事業を実施し、新型コロナウイル

ス感染症流行下においても介護サービスの提供体制を確保する。  
 

【定量的な目標値】  
 
  令和 7 年度において必要となる介護人材等の確保及び定着のための取組みと、 

上記対象事業を実施し人材を確保する。 

介護職員数 13,689 人（R1）→15,027（R5） 

 

⑥勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業に関する目標 

  山梨県においては、2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開

始に向け、医師の労働時間短縮を強力に進める必要があることから、勤務医の働き方改

革の推進の取組を進める。 

 

 救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000 件未満、又は救急車受入件数 1000 件

未満で夜間・休日・時間外入院件数が 500 件以上の医療機関において、客観的な労働

時間管理方法を導入している医療機関の増加 
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２．計画期間 
  

  令和 3 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

 
■中北区域 
 
１．目標 

中北区域は、甲府市を中心とする峡中地域に医療資源が集中し、他区域から多くの患

者が流入する一方で、北部の峡北地域は医療資源が乏しく、区域内の格差が著しい。 

  区域全体では、全県的な課題である在宅医療提供体制の確保が課題であるほか、峡中

地域以外の他区域からの患者流入等による医療機能不足の解消、峡北地域の医療資源確

保等が課題となっている。 

令和 3 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,353 床（R7） 

・回復期機能    263 床（H26）→ 1,227 床（R7） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,161 床（R7） 
 
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 

※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 施設（H27）→ 86 施設（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 施設（H27）→ 13 施設（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 施設（H28）→  4 施設（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 施設（H27）→ 30 施設（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 施設（H27）→ 25 施設（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→ 29 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→ 58 箇所（R2） 
 

 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3 年度

～5 年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
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【定量的な目標値】 
 
 地域密着型介護老人福祉施設  792 床  →  879 床 

 認知症高齢者グループホーム  713 床  →  740 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 7 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 13 カ所 → 14 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 4 カ所 → 7 カ所 

 

２．計画期間 
  

  令和 3 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

 
■峡東区域 
 
１．目標 

峡東区域は、人口当たりで県平均を上回る病院数・病床数を有するが、リハビリテー

ションを提供する病院が多く、急性期医療を中心に中北区域（峡中地域）への流出患者

が多い一方で、リハビリテーション目的の患者の流入が多い区域である。 

区域全体では、今後の高齢者の増加を見据え、在宅医療を担う医師の確保、連携体制

の構築など在宅医療提供体制の確保・充実等が課題となっている。 

令和 3 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 279 床（R7） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 978 床（R7） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 419 床（R7） 
 
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 

※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 施設（H27）→ 30 施設（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 施設（H27）→  4 施設（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 施設（H28）→  2 施設（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 施設（H27）→ 12 施設（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 施設（H27）→  7 施設（R2） 
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 在宅療養支援歯科診療所     9 施設（H28）→  10 施設（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  17 施設（H27）→  18 施設（R2） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3 

年度～5 年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 
 地域密着型介護老人福祉施設   368 床 →397 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →7 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所→ 3 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 → 2 カ所 

 

２．計画期間 
  

  令和 3 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

 
■峡南区域 
 
１．目標 

峡南区域は、県下で最も高齢化・過疎化が進展しており、在宅医療に対する需要が高

い地域である。一方、医療提供体制は特に脆弱であり、医療従事者の著しい偏在の解消、

在宅医療提供体制の確保等が課題となっている。 

令和 3 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】 
 
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 78 床（R7） 

・回復期機能    26 床（H26）→ 102 床（R7） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 83 床（R7） 
 
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 

※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定   
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→  2 箇所（R2） 
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 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→  2 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→  7 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→   3 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→   4 箇所（R2） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3 

年度～5 年度）において地域密着型サービス施設等の整備は予定していないが、随時、 

高齢者のプライバシー保護のための施設改修等を支援していく。 

  

２．計画期間 
  

  令和 3 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

 
 

■富士・東部区域 
 
１．目標 

富士･東部区域は、大規模な病院が集積する中北区域に比べ医療資源の面で大きな格

差が生じていると同時に、中北区域とは御坂山系等で分断され、自動車で 1～2 時間程

度離れているという地理的条件があり、他の区域よりも区域内で医療を完結する必要性

が高いことから、医療従事者の著しい偏在の解消、在宅医療提供体制の確保等が課題と

なっている。 

令和 3 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 

なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】 
 
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 318 床（R7） 

・回復期機能    0 床（H26）→ 259 床（R7） 

・慢性期機能   151 床（H26）→ 117 床（R7） 
 
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 

※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

【定量的な目標値】 
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 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 28 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→   1 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→ 6 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     8 箇所（H28）→  9 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  11 箇所（H27）→  12 箇所（R2） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（令和 3 

年度～5 年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
  
 地域密着型介護老人福祉施設      358 床 → 416 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    8 カ所 →  9 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  1 カ所 

 
 

２．計画期間 
  

  令和 3 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 
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(４) 目標の達成状況 

別紙「事後評価」のとおり 

２．事業の評価方法 
 

(１) 関係者からの意見聴取の方法 

 

【医療分】 
 
○ 令和 3年度中に山梨県医療審議会において意見聴取を予定  

 

【介護分】 
 

○ 令和 3年度中に山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取を予定。 

 

 

(２) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、山梨県医療審議会、山梨県地域包括ケア推進協議会あ

るいは個別分野に関して設置されている協議会等の意見を聞きながら評価を行い、必要

に応じて見直しを行う。 
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３．計画に基づき実施する事業【医療分】 
 

 事業区分１－１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

         設備の整備に関する事業 

事業区分１－２：地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は 

病床数の変更に関する事業 

 事業区分２  ：居宅等における医療の提供に関する事業 

 事業区分４  ：医療従事者の確保に関する事業 

事業区分６  ：勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 
 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 １-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の

施設又は設備の整備に関する事業 

標準事業例 
5 

事業名 No 1 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

726,057 千円 
地域医療構想推進事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関、山梨県 

事業の期間 令和 3年 10 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

患者の状態に応じた適切な医療を将来にわたって持続的に受けられるよう

にするため、不足する回復期機能への転換を促す必要がある。 

 アウトカム

指標 

地域医療構想上確保が必要な県全域の回復期病床 

928 床（H26）→ 2,020 床（R3） （R7:2,566 床） 

事業の内容 ・地域医療構想を達成するため、医療機関等が行う回復期等への転換や事

業縮小に係る施設整備の費用に対して支援する。 

・地域医療構想調整会議で活用する医療提供体制のあり方に係る調査・分析

等を行う。 

アウトプット指標 施設整備を行う医療機関  ４箇所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医療機能の分化・連携に資する事業を実施することにより、構想の実現に

向けて必要とされる回復期機能の充実強化が促進される。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

726,057 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

248,254 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

124,127 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

372,381 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 
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その他（Ｃ） (千円) 

353,676 

(千円) 

 

備考（注４） R3：350 千円、R4：117,892 千円、R5：117,892 千円 R6：136,247 千円 

（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。  

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注４）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の

施設又は設備の整備に関する事業 

標準事業例 
- 

事業名 No 2 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,966 千円 
医療機能分化・連携推進地域移行支援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想上必要となる慢性期機能病床の見直しを進めるためには、病

院や介護関係者、訪問看護間での調整や連携を行うための体制整備が必要

である。 

 アウトカム

指標 

地域医療構想上見直しが必要な県全域の慢性期機能の病床の減少 

2,348 床（H26）→ 2,036 床（R2）（R7：1,780 床） 

事業の内容 病院関係者やケアマネジャー、訪問看護師等多職種のネットワーク化を推

進するため、拠点となる支援センターの設置に対して支援する。 

アウトプット指標 支援センターにおける、県民、病院等医療機関、ケアマネジャー等 

支援関係者からの退院支援等相談対応 

                        58 件（H30 年度）→120 件（R3 年度） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

入院患者の早期･円滑な在宅復帰に向けたネットワークの構築により、患者

の地域移行が図られ、慢性期機能病床の見直しなど、病床の機能分化･連携

が推進される。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

26,966 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

11,851 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,926 

民 (千円) 

11,851 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

17,777 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

11,851 

その他（Ｃ） (千円) 

9,189 

備考（注４）  

（注１）区分Ⅰの医療機関支援に係るソフトウェア事業の場合のみ記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注４）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の

施設又は設備の整備に関する事業 

標準事業例 
4 

事業名 No 3 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

719 千円 
周術期等口腔機能管理推進事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県歯科医師会） 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多くの疾患において、周術期の口腔機能管理を行うことにより合併症リスクの

低下など患者の身体的負担が軽減され、早期退院、更には医療費削減などの効

果があることが明らかになっているが、本県では病院での口腔機能管理に対応

する歯科診療所が少なく、また病院側の受入体制も十分ではないことから、切

れ目なく口腔機能管理を提供するための医科歯科連携の強化と実施のための

体制整備を行う必要がある。 

 アウトカム

指標 

医科歯科連携により周術期口腔管理を行う歯科診療所の数 

 0 施設(H29、がん連携登録歯科医以外)  →150 施設(R4) 

事業の内容 病院での周術期等口腔機能管理が可能な歯科医を周術期等口腔機能管理連

携医として登録し、知識向上のための研修を実施するとともに、県内の病

院に対して医科歯科連携の必要性について周知を図ることにより、今後、

歯科のない病院においても歯科医師や歯科衛生士と連携し、入院時から在

宅まで、患者の状態に応じた口腔機能管理の実施が可能となる体制づくり

を目指す。 

アウトプット指標 冊子・リーフレット作成   各 1500 部 

研修会の実施  ２回（１回、150 人） 

訪問病院数  60 箇所/2 年 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

県内の歯科医療関係者や医療機関に周術期等口腔機能管理の重要性を周知

することにより、対応可能な歯科診療所の増加や実施医療機関の増加を図

る。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

719 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

479 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

240 

民 (千円) 

479 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

719 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

479 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注４）  
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（注１）区分Ⅰの医療機関支援に係るソフトウェア事業の場合のみ記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注４）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の

施設又は設備の整備に関する事業 

標準事業例 
- 

事業名 No 4 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,112 千円 
地域医療連携推進総合拠点事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県医師会 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展を見据え、地域完結型医療の構築のため、今後一層の医療・

介護の連携強化が求められている。 

 アウトカム

指標 

地域医療構想上見直しが必要な県全域の慢性期機能の病床の減少 

2,348 床（H26）→ 2,036 床（R2）（R7：1,780 床） 

事業の内容 県医師会館内に設置される総合拠点において、以下の事業を行う。 

①医療機関で共有される ICT ネットワークの情報のうち、処方データや検

診データ等を患者が個人のスマートフォンに蓄積し、他の医療機関の受診

や在宅医療での情報共有を容易にする取り組みを支援することにより、切

れ目のない医療提供体制の構築に繋げる。 

②病院関係者やかかりつけ医、ケアマネジャー等多職種からの相談に対応

できる総合相談窓口を設置するとともに、相談員となる介護支援専門員に

医療を始めとする多職種連携への知識を深める研修を実施することによ

り、医療・介護連携を推進する。 

アウトプット指標 ①システムを活用した施設数 5 箇所/年 

②研修の実施 3 回/年 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

ICT を用いた情報共有や医療・介護の連携強化を図り、患者の状態に適し

た医療・ケアを提供する体制を整備することにより、在宅への移行を促し

慢性期病床の削減に繋げる。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,112 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,741 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,371 

民 (千円) 

2,741 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,112 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

2,741 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注４）  

（注１）区分Ⅰの医療機関支援に係るソフトウェア事業の場合のみ記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
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（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注４）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の

施設又は設備の整備に関する事業 

標準事業例 
- 

事業名 No 5 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

150,000 千円 
地域医療体制連携強化事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和 3年 10 月 1 日 ～ 令和 6年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

慢性期病床の削減には、退院後の受け皿となる地域の医療提供体制の連携

及び充実が必要である。特に、高齢者は疾患に応じて複数の医療機関を受

診する可能性が高いことから、日常の診療において役立つ基本的な医療情

報を診療科や職種を超え、どの医療機関でも共有できる環境を整備するこ

とが必要となっている。 

 アウトカム

指標 

地域医療構想上見直しが必要な県全体の慢性期病床を令和 7 年度までに

568 床減少 

事業の内容 地域における医療情報連携を促進するため、患者自らが自身の医療情報を

管理し、医療従事者・介護従事者間で共有できる仕組みを導入する医療機

関を支援する。 

アウトプット指標 医療情報を自ら管理する患者数 40,000 人（R5） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

患者個人が自らの医療情報を一元的に管理し、医療機関間で広く共有でき

る仕組みを普及させ、地域医療機関の連携や充実を図ることにより、在宅

への円滑な移行を促進し、慢性期病床の削減に繋げる。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

150,000 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円) 

 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

66,660 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

33,330 

民 (千円) 

66,660 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

99,990 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

50,010 

備考（注４） R3:0 千円 R4:0 千円 R5:99,990 千円 

（注１）区分Ⅰの医療機関支援に係るソフトウェア事業の場合のみ記載すること。 

（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注４）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 １-2 地域医療構想の達成に向けた病床の機

能又は病床数の変更に関する事業 

標準事業例 
 

事業名 No 6 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

19,152 千円 
単独支援給付金支給事業 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

峡東構想区域 

事業の実施主体 山梨県内の医療機関 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウ

イルス感染症への対応により顕在化した地域医療の課題への対応を含め、

地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制の構築が必要 

 アウトカム

指標 

令和３年度基金を活用し再編を行う医療機関及び病床機能毎の病床数 

医療機関数 ： １医療機関 

急性期病床 ： ５１床→３９床（△１２床） 

事業の内容 医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床

機能再編の実施に伴い、減少する病床数に応じた給付金を支給する。 

アウトプット指標 対象となる医療機関数 １医療機関 

アウトカムとアウトプッ

トの関連 

地域医療構想調整会議等の合意を踏まえ自主的に病床数を減少する医

療機関に対し財政支援することにより、地域医療構想の実現に向けた取組

の促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

19,152 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 
 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

19,152 民 (千円) 

19,152 その他（Ｂ） (千円) 

 

備考（注２） 令和３年度：19,152 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

標準事業例 
10 

事業名 No 7 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,241 千円 
在宅医療人材育成事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和 3年 10 月 1 日 ～ 令和 4年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県ではこれまで、在宅医療を始めるに当たり必要となる運営上のノウハ

ウや実践的な知識等に関する助言・支援を目的とした事業は実施していな

い。人口 10 万人当たりの医療機関数に比べ、訪問診療を実施する医療機関

が他県より少ない状況を踏まえると、在宅医療への参入メリットや運営上

のノウハウを習得する機会を作ることで、在宅医療を開始する医療機関が

増加することが期待される。 

 アウトカム

指標 

訪問診療を実施する病院・診療所数 

 140 施設（H27） → 154 施設（R2） 

事業の内容 在宅医療の参入メリットや、在宅医療を実施するための運営上のノウハウ

等を習得する機会を設けるとともに、参入意欲を有する医療機関に対しア

ドバイザーの派遣等の個別支援を行う。 

アウトプット指標 アドバイザー派遣等要請施設数 15 施設（R4） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅医療への参入に興味を有する医療機関等に対し、具体的な参入メリッ

トや運営上のノウハウを提供することで、新規医療機関の在宅医療への参

入を促進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,241 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

3,494 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,494 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,747 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,241 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） R3:5,241 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
25 

事業名 No 8 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

21,510 千円 
地域医療支援センター運営事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨大学委託） 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師不足の深刻化に加え、地域の医療機関に勤務した場合に将来のキャリア形

成に不安を感じることにより、医師の地域偏在が生じているため、医師のキャ

リア形成と医師確保を一体的に支援することが必要である。 

 アウトカム

指標 

医師の地域偏在の解消 

[医療圏別人口 10 万人あたり医療施設従事医師数の比較] 

中北区域／峡東区域 1.5 倍（H30）→ 1.5 倍以下（R2） 

中北区域／峡南区域 2.5 倍（H30）→ 2.5 倍以下（R2） 

中北区域／富士･東部区域 2.0 倍（H30）→ 2.0 倍以下（R2） 

事業の内容 ・医師の地域偏在の解消と定着を図るため、医師のキャリア形成支援と一 

体的に医師不足病院の医師確保を支援する。 

・県内の医師不足状況の把握分析を進めるとともに、若手医師を地域の医 

療機関に誘導するため、地域枠医学生等に対する面談等を実施する。 

・地域の医療機関における研修体制を整備するため、臨床研修指導医 

講習会を開催するとともに、若手医師を対象とした講習会を実施する。 

アウトプット指標 地域医療支援センターの運営 

 ・地域枠医学生等への面談者数    40 人 

 ・地域医療機関への斡旋等医師数   10 人 

 ・臨床研修指導医講習会の開催    1 回（25 人） 

 ・若手医師医療技術向上研修会の開催 1 回（50 人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

斡旋等により医師不足病院への医師確保を支援することで地域偏在を解消

し、また研修会等を開催することにより地域の医療機関でもキャリア形成

ができる環境を整えることで医師の定着を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

21,510 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

14,340 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

14,340 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,170 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

21,510 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
26 

事業名 No 9 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

75,052 千円 
医師派遣推進事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨大学 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内に４つある二次医療圏のうち、３つの医療圏で人口 10 万人あたりの医療

施設従事医師数が全国及び全県の平均を下回っており、１つの医療圏に医師が

偏在しているため、医師の地域偏在の解消が必要である。 

 アウトカム

指標 

医師の地域偏在の解消 

[医療圏別人口 10 万人あたり医療施設従事医師数の比較] 

中北区域／峡東区域 1.5 倍（H30）→ 1.5 倍以下（R2） 

中北区域／峡南区域 2.5 倍（H30）→ 2.5 倍以下（R2） 

中北区域／富士･東部区域 2.0 倍（H30）→ 2.0 倍以下（R2） 

事業の内容 医師派遣調整検討委員会における協議を踏まえ、医師不足病院に対し医師

派遣を行う山梨大学の運営等に対し支援する。 

アウトプット指標 派遣医師数 10 人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医師を派遣することにより、医師不足病院の医師確保を支援し、医師の地域偏

在の解消を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

75,052 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

50,034 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

50,034 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

25,018 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

75,052 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
28 

事業名 No 10 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,616 千円 
産科医等確保対策事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨大学 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

過酷な勤務状況にある産科医師は県内で充足しているとはいえず、医師確保の

ための支援が必要となっている。 

 アウトカム

指標 

産科医師数 63 人（R2）→ 63 人以上（R3） 

事業の内容 ・産科医師を養成・確保するため、県内統一の産科後期研修プログラムの運

営及び研修医の募集を支援する。 

・新生児医療担当医師に対し手当を支給する医療機関を支援する。 

アウトプット指標 ・新たな後期研修医の確保 2 人 

・NICU 入室児担当手当支給数 9 人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修プログラム等への支援を行うことにより、産科医師を確保するとともに、

産科医師や新生児医療担当医師の処遇改善に取り組む医療機関を支援するこ

とにより、周産期医療提供体制の維持・充実を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,616 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

2,411 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,411 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,205 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,616 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
52,53 

事業名 No 11 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

76,002 千円 
小児救急医療体制確保事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県小児救急医療事業推進委員会、山梨県（甲府市医師会委託） 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の小児救急医は充足しているとはいえないため、休日及び夜間におい

て、入院治療を必要とする小児の重症患者に対する医療体制を維持・確保

するとともに、医師の負担軽減を図るため、不要・不急の受診を抑制する

必要がある。 

 アウトカム

指標 

小児二次救急輪番病院の小児科医師数 

37 人（H29）→ 39 人（R3） 

事業の内容 ・休日・夜間に、小児科を標榜する病院等が輪番制により小児患者を 

受け入れる体制を整備するための経費に支援する。 

・休日・夜間に、小児患者の保護者等向けの専門の看護師による電話 

相談体制を整備する。 

アウトプット指標 小児二次救急輪番体制の維持確保 

参加病院数 7 病院（H29）→ 7 病院（R3） 

小児救急電話相談員数 

11 人(H30)→11 人（R3） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

小児二次救急輪番体制の維持や、不要な小児救急医療の受診を減らすことによ

り、小児救急医の負担を軽減し、小児科医の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

76,002 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

23,737 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

38,799 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

19,400 

民 (千円) 

15,062 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

58,199 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

15,062 

その他（Ｃ） (千円) 

17,803 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
- 

事業名 No 12 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

39,604 千円 
救急搬送受入支援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 最終受入医療機関 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県では救急専門医の人数が少ないため、救急搬送において搬送先の医療

機関を速やかに決定するなど円滑な受入体制を構築することにより、救急

専門医の負担を軽減し人材を確保する必要がある。 

 アウトカム

指標 

救急専門医 20 名（R元） → 21 名（R3） 

事業の内容 患者の疾病別の搬送のルール化や最終受入医療機関の継続的な確保など救急

患者の受入体制を整備することにより、受入医療機関の医師のスキルアップ

を図るとともに、救急専門医の負担を軽減し人材の確保を行う。 

アウトプット指標 救急搬送受入困難事例の対象となる救急搬送１件あたりの平均受入 

要請回数 1.5 回（H30）→ 1.4 回（R3） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

最終受入医療機関を維持確保し、救急搬送受入困難事案を解消することによ

り、救急専門医の負担軽減や救急医療体制の充実、救急専門医の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

39,604 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

13,202 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

26.403 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

13,201 

民 (千円) 

13,201 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

39,604 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
- 

事業名 No 13 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

121,680 千円 
医師修学資金貸与事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県民の医療ニーズに対応し、効率的質の高い医療を提供するため、医師不

足及び地域による偏在の是正に向けた事業を一層推進する必要がある。 

 アウトカム

指標 

県内医師数 1,943 人（R元）→ 2,075 人（R18） 

事業の内容 医師の県内定着を促進し、医師不足や地域及び診療科の偏在を是正するた

め、地域枠入学者に対し修学資金の貸与を行う。 

アウトプット指標 医師修学資金貸与者数 39（人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

修学資金の貸与により、中長期的に県内病院に勤務する医師を確保することが

できる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

121,680 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

81,120 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

81,120 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

40,560 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

121,680 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
- 

事業名 No 14 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,452 千円 
医療従事者確保対策事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨大学、医療機関 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県民の医療ニーズに対応し、効率的質の高い医療を提供するため、医療従

事者の抱える様々な心理的不安を解消し、安心して働ける職場環境を整備

する必要がある。 

 アウトカム

指標 

医療施設従事医師数 1,924 人（H28）→ 2,099 人（R5） 

就業看護職員数（常勤換算後）11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容 ・医療有害事象発生時のファーストエイドを適切に行うため、ピアサポー

ト体制の構築に支援する。 

・外国人患者が来院した際、対応者が負担なく意思疎通を図るため、翻訳

機等を購入する経費に支援する。 

アウトプット指標 ピアサポーター研修会の開催  1 回/年 

翻訳機等導入医療機関数  141 施設/3 年 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医療従事者の心理的負担を軽減することにより、人材の確保に繋げる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,452 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

742 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,188 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,594 

民 (千円) 

2,446 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,782 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

3,670 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
35 

事業名 No 15 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

22,561 千円 
新人看護職員研修事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県立大学、山梨県看護協会委託）、各医療機関 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療機関において看護職員が不足している中、新人看護職員に対しても質

の高い看護が求められる。そのため、新人看護職員の研修の充実を図る必

要がある。 

 アウトカム

指標 

就業看護職員数（常勤換算後） 

        11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容 ・自施設での新人看護職員に対する臨床研修実施への支援を行うととも

に、自施設では研修を完結できない小規模病院に対する新人看護職員を対

象とした合同研修を実施する。 

・実地指導者、新人看護師指導担当者等への研修の実施により、適切な研

修実施体制を確保する。 

アウトプット指標 看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止を図るために実施する

各研修の実施回数 

・多施設合同研修の実施      （6 日間・50 人） 

・教育担当者研修の実施      （6 日間・30 人） 

・新人看護職員卒後研修の実施   （20 病院・計 338 人） 

・新人看護師指導担当者研修の実施 （3 日間・70 人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

新人看護職員及び指導者等への研修を支援することにより、新人看護職員

の質の向上を図り、就業看護職員を確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

22,561 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

4,185 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

8,229 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,114 

民 (千円) 

4,044 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

12,343 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

347 

その他（Ｃ） (千円) 

10,218 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
36 

事業名 No 16 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,718 千円 
看護職員資質向上推進事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（一部山梨県看護協会委託）、山梨県立大学 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

将来に向け看護職員を確保するためには、個々の能力開発や資質の向上を

図り、自信と誇りをもって看護業務に従事できるよう職能別研修等ニーズ

にあった支援を行う必要がある。 

 アウトカム

指標 

就業看護職員数（常勤換算後） 

        11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容 看護職のラダーや職能別の研修、実習施設の指導者への研修、潜在看護職員

等の有資格看護職者を対象とした復職支援研修を実施するとともに、認定看

護師の養成を支援する。 

アウトプット指標 看護職員の資質向上を図るために実施した各研修の実施回数 

・看護職員実務研修の実施（2～5日間・計 200 人） 

・潜在看護職員復職研修事業（3～5日間・計 20 人） 

・看護職員実習指導者講習会の実施 

（長期 30 日間・40 人、特定分野 10 日間・12 人） 

・看護職員専門分野研修の実施（認知症看護 7 ヶ月間・計 30 人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

各看護職員の個々のキャリアに応じた研修の実施を支援することにより、

資質やモチベーションの向上を図り、就業看護職員を確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,718 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

2,539 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,381 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,691 

民 (千円) 

842 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,072 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

2,646 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標 準 事 業

例 
38 

事業名 No 17 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,995 千円 
看護職員確保対策事業 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

県内病院の看護職員の離職率が高い現状であるため、看護職員の離職予防・定

着促進や、潜在的看護職員の再就業促進などの取り組みを実施し、就業看護職

員数を確保することが必要である。 

 アウトカ

ム指標 

就業看護職員数（常勤換算後） 

        11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容 ・県内の看護職員を対象に、仕事に関する悩みや不安を気軽に相談できるよ

う臨床心理士による相談窓口を設置し、心の悩みを解消する。 

・ナースセンターのナースバンク事業において、離職者等を含めた未就業者

に対する就業支援を強化する。 

（ナースバンク事業における第 5次 NCCS 更新･運用等に要する経費） 

・潜在看護職員の再就業を効果的に進めるため、ナースセンターと公共職業

安定所（ハローワーク）が連携し、情報共有を行うとともに、ハローワー

クを巡回し就業相談を実施する。 

アウトプット指標 就業継続のために実施した看護職の心の健康相談の実施回数 

月 1回（毎月実施） 

ナースセンターの就業相談における就業者数 

               264 人（R1）→ 270 人以上（R3） 

ハローワークにて実施する就業相談の実施回数 

県内 7箇所 月 1回・相談件数 92 件/年 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

専門職のカウンセリングを受けられる体制づくりや、未就業者への再就業支援

を行うことにより、看護職員の就業及び定着促進を図る。 

事業に要する費用

の額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,995 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,997 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

998 

民 (千円) 

1,996 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,995 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

1,996 

その他（Ｃ） (千円) 
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備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
39 

事業名 No 18 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

95,100 千円 
看護師等養成所運営費補助事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 民間立看護師養成所（3 施設） 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員は依然として不足しており、看護ニーズを満たしていない。県内

医療機関に看護職員を安定的に供給するために、看護師等養成所の運営を

支援する必要がある。 

 アウトカム

指標 

養成所卒業生県内就業率 

  62.2%（R2 年度卒業生）→ 62.2%以上（R3 年度卒業生） 

事業の内容 看護学生の看護実践能力の向上を図るため、看護師等養成所における専任教

員の配置や実習経費など養成所の運営を支援する。 

アウトプット指標 当該補助により看護師等養成を行った施設数（3施設） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

看護師等養成所の運営を支援することにより、県内で就職する看護職員の確保

及び資質の向上を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

95,100 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

63,400 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

31,700 

民 (千円) 

63,400 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

95,100 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
50 

事業名 No 19 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

29,283 千円 
病院内保育所運営費補助事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 院内保育所を設置する民間医療機関 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員は勤務時間が不規則であり、育児との両立が難しいため、有子看

護師の育児支援をすることにより、看護職員の確保を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

就業看護職員数（常勤換算後） 

               11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容 勤務環境の改善を行う医療機関のうち、院内保育所の運営により改善を進め

る民間医療機関の取組を支援する。 

アウトプット指標 当該補助により院内保育所を運営した施設数（5施設） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

院内保育所の運営を支援することにより、出産・育児を理由とする退職者の割

合を減らし、看護職員の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

29,283 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

19,522 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,761 

民 (千円) 

19,522 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

29,283 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
45 

事業名 No 20 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

161 千円 
看護職員就労環境改善事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内病院の看護職員確保のため、多職種連携や多様な働き方等による勤務

環境改善や医療提供体制等最新の動向を学ぶ機会を設け、各医療機関での

対策が重要であるという認識を高める必要がある。 

 アウトカム

指標 

就業看護職員数（常勤換算後） 

            11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容 看護管理者的業務に従事している者を対象に、短時間正規雇用など多様な勤

務形態等の導入や職場環境改善等に関する研修を行うとともに、最新の取組

事例などの情報を提供する。 

アウトプット指標 多様な勤務形態等の導入や看護業務の効率化・職場風土改善に関する 

研修会の実施回数（1回・180 人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

看護管理的立場の方への研修を行うことにより、勤務環境改善や看護・医療の

質の向上を図り、看護職員を確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

161 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

107 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

108 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

53 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

161 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 

 

  



 

45 

 

 

事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
47 

事業名 No 21 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

14,192 千円 
歯科衛生士確保対策事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県歯科医師会 

事業の期間 令和 3年 10 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展に伴い高齢者に対する口腔ケアの必要性が増大しており、歯

科医師と共に訪問歯科診療を実施し、歯科医師の指示の下に訪問歯科衛生

管理指導を行う歯科衛生士の確保や資質向上を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

在宅療養支援歯科診療所の数 

                       45 施設(H27)  → 51 施設(R2) 

事業の内容 歯科衛生専門学校において実践的で質の高い教育を行うため、実習室の整備

や教育環境の充実に支援する。 

アウトプット指標 歯科衛生専門学校の整備 １カ所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

歯科衛生士を目指す学生の教育環境の向上を図り、歯科衛生専門学校で質の高

い授業、実習を実施することにより、将来在宅歯科医療に携わることができる

歯科衛生士を確保し、在宅療養支援歯科診療所の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

14,192 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

5,610 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,805 

民 (千円) 

5,610 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

8,415 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

5,777 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 ６ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整

備に関する事業 

標準事業例 
- 

事業名 No 22 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

12,622 千円 
地域医療勤務環境改善体制整備事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和 3年 10 月 1 日 ～ 令和 5年 3 月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始までの

間に、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に

進めていくため、必要かつ実効的な施策を講じる必要がある。 

特に勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含

めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取り組みとして、チーム医療

の推進やＩＣＴ等による業務改革を進めていく。 

 アウトカム

指標 

救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000 件未満、又は救急車受入件

数 1000 件未満で夜間・休日・時間外入院件数が 500 件以上の医療機関にお

いて、客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の増加 

事業の内容 医師の労働時間短縮に向け的な取組として、医療機関が作成した「勤務医

の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく取組を総合的に実施

する事業に対し助成する。 

アウトプット指標 対象となる医療機関数 ６ 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

特に時間外労働を強いられる救急医療機関において、医師の労働時間を把

握することにより、労働時間短縮に向けた課題を抽出し、「勤務医の負担の

軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成することで、医師の時間外労働

短縮につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

12,622 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

6,172 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,087 

民 (千円) 

6,172 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

9,259 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

3,363 

備考（注３） R4：8.659 千円 R5：600 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 

  



 

47 

 

３．計画に基づき実施する事業【介護分】 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

【No.１（介護分）】 

山梨県介護施設等整備事業 

事業名 中北、峡東、富士・東部区域 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

192,487 千円 

事業の対象とな

る医療介護総合

確保区域 

市町村、社会福祉法人等 

事業の実施主体 令和３年４月１日～令和６年３月３１日  

事業の期間 高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続できる体制の構築を図る 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続できる体制の構築を図る 

アウトカム指標：令和 5 年度末における施設・居住系サービスの入所定員

総数 10,234 人 

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所          １カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   ２カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所          1 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   ２カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

③特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室のプライバシー改修 
④簡易陰圧装置設置支援 
⑤介護施設等の看取り環境の整備 
⑥介護職員の宿舎施設整備  
⑦介護付き有料老人ホームの整備 

⑧大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT の導入 

アウトプット指

標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備を支援す

ることにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進する。（健康長

寿やまなしプラン：令和 2 年度～令和 5 年度） 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,661 床(59 カ所) →1,835 床(65 カ所) 

・認知症グループホーム   1,139 床(77 カ所) →1,193 床(80 カ所) 

・小規模多機能型居宅介護事業所    29 カ所 → 32 カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 5 カ所 → 10 カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 →  12 カ所 
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アウトカムとア

ウトプットの関

連 

健康長寿やまなしプランに基づき、地域密着型サービス施設等の整備を行

うことにより、地域密着型サービス施設等の定員総数を増加させる。 

事業に要する費

用の額 

金

額 

 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

192,487 

基金充

当額 

（国

費） 

におけ

る 

公民の

別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

128,324 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

64,163 

民 (千円) 

128,324 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

192,487 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の

理解促進事業 

事業名 【No.2（介護分）】 

福祉・介護人材確保対策情報発信事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

195 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平

成 37 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改

善を図る。 

事業の内容 一般県民に対して、福祉・介護の仕事の魅力を発信するため、

各種広報媒体を利用した一体的な広報を展開する。 

アウトプット指標 ・テレビ CM の放送 １回 ・新聞広告 １回 

・ＬＩＮＥを活用した情報発信 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護の仕事の魅力を発信するため、各種広報媒体を利用した一体

的な広報を展開することにより、介護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

195 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

130 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

65 

民 (千円) 

130 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

195 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

130 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の

理解促進事業 

事業名 【No.3（介護分）】 

介護の魅力発信プロジェクト事業（介護アン

バサダー設置等） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,945 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する２

０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・定着 

事業の内容 介護保険施設に勤務する現職の介護職員から選考された介護ア

ンバサダー（大使）が、学校訪問やイベント等を通じて、啓発資

材も活用し広く県民に介護の魅力ややりがいを伝え、介護人材の

確保・定着を促進する。 

また、介護職員のモチベーション向上を図るために優良介護職員

の表彰を行うとともに、介護施設・事業所における優れた仕組み

を評価する認証評価制度を創設する。 

介護アンバサダーの選出や優良介護職員の対象者の検討を行う

ため、魅力発信プロジェクト実行委員会を開催する。 

アウトプット指標 ・介護アンバサダーの研修会への参加（５回） 

・介護アンバサダー等の出張講座（６回） 

・魅力発信プロジェクト実行委員会の開催（４回） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護の仕事の魅力発信やイメージアップ、理解の促進に資する事

業を実施することにより、介護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

9,945 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

629 

基金 国（Ａ） (千円) 

6,630 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,315 

民 (千円) 

6,001 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

9,945 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

6,001 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
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   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.4（介護分）】 

介護の魅力発信プロジェクト事業 

（合同入職式等開催） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,883 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する２

０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・定着 

事業の内容 新卒の介護職員を対象に合同入職式を開催することで、動悸入職

者同士の連帯感を醸成する。 

新人職員から３年目職員を対象としたフォローアップ研修会や

意見交換会を実施することにより、早期離職の防止を図る。また、

中途採用者は、新卒者と状況が異なるため、別途中途採用者を対

象とした意見交換会を実施する。 

アウトプット指標 ・新人職員、入職２年目職員、３年目職員を対象に研修会及び意

見交換会を実施（４回） 

・中途採用者を対象に意見交換会を実施（１回） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

同期入職者同士の連帯感の醸成、資質の向上及び職員間を基礎と

する施設間連携強化を促進することにより、介護人材の確保・定

着を図る。 

また、入職後のフォローアップ研修及び意見交換会の実施によ

り、早期離職の防止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,883 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,255 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,628 

民 (千円) 

3,255 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,255 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
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   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッ

チング機能強化事業 

事業名 【No.5（介護分）】 

求人・求職のマッチング機能強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,230 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改

善を図る。 

事業の内容 福祉・介護職の入職への人材確保を図るとともに、求職者の多様

なニーズに伴う就労条件を把握し、きめ細かなマッチングを行

い、人材定着を支援する。 

・キャリア支援専門員の配置   2 名配置 

・求職者支援活動（ハローワーク訪問活動） 

・求人・求職開拓活動 

アウトプット指標 ・マッチングによる雇用創出目標数 各年度 33 名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

求職者の多様なニーズに伴う就労条件を把握し、きめ細かなマッ

チングを行うことにより、介護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

9,230 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

6,153 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,077 

民 (千円) 

6,153 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

6,153 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業（その１） 

事業名 【No.6（介護分）】 

福祉・介護人材キャリアパス支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,136 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改

善を図る。 

事業の内容 福祉・介護職員等へのキャリアパスを支援するとともに、定

着促進を図る。 

・キャリアパス支援研修 

・キャリア形成技術指導事業 

・研修事業専門員の配置 

アウトプット指標 ・職員育成キャリアパス支援研修受講修了目標数 130 人 

・キャリア形成技術指導事業受講修了者  100 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

福祉・介護職員等へのキャリアパスを支援することにより、介護

従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,136 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,424 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,712 

民 (千円) 

3,424 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,424 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支

援事業 

事業名 【No.7（介護分）】 

主任介護支援専門員養成研修事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

896 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県介護支援専門員協会） 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

他の介護支援専門員への指導助言を行う主任介護支援専門員を

養成するため、ケアマネジメントプロセス等介護支援専門員業務

について経験を持つ専門性の高い指導者を確保する必要がある。 

アウトカム指標：介護支援専門員業務に精通し、専門性の高い主

任介護支援専門員の確保を図る。 

事業の内容 介護支援専門員への専門的な助言を行い、地域包括ケアシステム

構築の役割を担う主任介護支援専門員の養成を行う。 

アウトプット指標 主任介護支援専門員研修 

 各年度 受講者数 30 名 

     実施回数 1 コース（12 日間）  

アウトカムとアウトプット

の関連 

主任介護支援専門員養成研修を実施することにより、介護支援専

門員業務に精通し、専門性の高い主任介護支援専門員の確保を図

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

896 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

597 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

299 

民 (千円) 

597 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

597 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支

援事業 

事業名 【No.8（介護分）】 

介護支援専門員資質向上事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

13,380 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

（１）～（３）山梨県介護支援専門協会へ委託 

（４）介護労働安定センター山梨支部へ委託 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護支援専門員の人員確保を図るなか、介護支援専門員実務研修

等を受講しなければ、介護支援専門員の資格を取得できず、実務

に就くことができない。 

アウトカム指標：県が研修を実施することで、県登録の介護支援

専門員の人員確保及び実務に従事する介護支援専門員の資質向

上を図る。 

事業の内容 （１）介護支援専門員実務研修（法定研修）事業 

   介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者に、ケア

マネジメントに関する基本を習得し、多職種と協働・連携

しながら専門職としての役割を果たせるよう能力の向上を

図る。 

（２）介護支援専門員更新研修（法定研修）事業 

   介護支援専門員証の有効期限が 1 年未満に満了する者を

対象に、研修受講の機会を確保することにより、ケアマネ

ジメントについて再度必要な視点や手法を習得し、専門職

としての能力の保持と向上を図る。 

（３）介護支援専門員再研修（法定研修）事業 

   介護支援専門員証の有効期間が失効している者が、再度

実務に従事するため、ケアマネジメントに関する基本を再

認識し、多職種と協働・連携しながら専門職としての役割

を果たせるよう能力の向上を図る。 

（４）介護支援専門員専門研修（法定研修）事業 

①実務就業後 6 か月以上の介護支援専門員（専門研修

Ⅰ）、②就業後 3 年以上の介護支援専門員（専門研修Ⅱ）

を対象に、各々のキャリアに応じたケアマネジメントプロ

セスの再確認や社会資源・各サービスの特性等の理解を深
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め、高齢者の自立支援に資するサービス提供を行うために

必要な研修を実施し、専門職としての能力の向上を図る。 

アウトプット指標 ○R3 研修実施回数及び受講者数 

（１）介護支援専門員実務研修（法定研修）事業 

   各年度 1 コース、60 人 

（２）介護支援専門員更新研修（法定研修）事業 

   各年度 1 コース、40 人 

（３）介護支援専門員再研修（法定研修）事業 

   各年度 1 コース、40 人 

（４）介護支援専門員専門研修（法定研修）事業 

   各年度 1 コース、更新研修Ⅰ 107 人、更新研修Ⅱ 231 人 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

県登録の介護支援専門員の人員を確保するとともに、実務に従事

する介護支援専門人の資質向上を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,380 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

8,920 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,460 

民 (千円) 

8,920 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

8,920 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症に携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.9（介護分）】 

認知症対応型サービス事業者等研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

605 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 （１）・（２）・（３）・（５）介護労働安定センターに委託 

（４）認知症介護研究・研修大府センターに委託 

 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

他の介護支援専門員への指導助言を行う主任介護支援専門員を

養成するため、ケアマネジメントプロセス等介護支援専門員業務

について経験を持つ専門性の高い指導者を確保する必要がある。 

アウトカム指標：介護支援専門員業務に精通し、専門性の高い主

任介護支援専門員の確保を図る。 

事業の内容 （１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 

認知症介護サービス事業開設者に対して、開設者としてサ

ービス事業を管理・運営していくための知識・技術の習得を

目的とするための研修を実施する。 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 

認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事

業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び複合型サービス

事業所を管理・運営していくために必要な知識及び技術の習

得を目的とするための研修を実施する。 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 

小規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サービス事業

所の計画作成担当者となる者が、小規模多機能型居宅介護計

画を適切に作成する上で必要な知識・技術の習得を目的とす

るための研修を実施する。 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研修） 

   認知症介護指導者に対し、最新の認知症介護に関する高度

な専門的知識及び技術を習得させるとともに、高齢者介護実

務者に対する研修プログラム作成方法及び教育技術の向上

を図るため研修を実施する。 

（５）認知症介護基礎研修事業 

   認知症ケアに携わる者が、その業務を遂行する上で必要な

基礎的な知識・技術を身につけ、チームアプローチに参画す

る一員として基礎的なサービス提供が行うことができるよ

うにするための研修を実施する。 
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アウトプット指標 （１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 

・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 

・受講者数 10 人 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 

・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 

・受講者数 40 人 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 

・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 

・受講者数 20 人 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研修） 

   ・受講者数 1 人 

（５）認知症介護基礎研修事業 

   ・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 1 日間） 

・受講者数 72 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

605 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

403 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

202 

民 (千円) 

403 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

403 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業促進 

（小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

事業名 【No.10（介護分）】 

再就労者支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

531 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 度までに 327 人の介護従事者の供給改善

を図る。 

事業の内容 求人・求職マッチング機能強化事業及び、福祉・介護キャリア

パス支援事業と組み合わせて実施することにより、求職者・求

人事業者にとって効率の良いプログラム実施を目指す。 

アウトプット指標 再就労者職場復帰プログラム実施人数 各年度 6 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護への求職者・求人事業者にとって効率の良いプログラム実施

することにより、介護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

531 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

354 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

177 

民 (千円) 

354 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

354 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 

  



 

62 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症に携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.11（介護分）】 

認知症地域医療支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,797 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 （1）国立研究開発法人国立長寿医療研究センターに委託 

（2）・（3）山梨県医師会に委託 

（4）山梨県 

（5）山梨県歯科医師会に委託 

(6) 山梨県薬剤師会に委託 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう

地域包括ケアシステムの構築を進める必要がある。 

アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築の推進 

事業の内容 地域における認知症医療支援体制の充実を図るため、次の事業を

行う。 

（1）認知症サポート医の養成 

（2）認知症サポート医フォローアップ研修 

（3）かかりつけ医認知症対応力向上研修 

（4）病院勤務における医療従事者向け認知症対応力向上研修 

（5）歯科医師認知症対応力向上研修 

（6）薬剤師認知症対応力向上研修 

アウトプット指標 （1）年間養成数 4 名 
（2）年間受講者数 70 名 
（3）年間受講者数 100 名 
（4）年間実施数 3 病院（各 2 回） 
（5）年間受講者数 1 回 

（6）年間受講者数 100 名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

認知症サポート医等の養成を進めることにより、地域包括ケアシ

ステムの構築を進める。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,797 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

245 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,198 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

599 

民 (千円) 

953 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 
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その他（Ｃ） (千円) 

 

(千円) 

953 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）人材育成力の強化 

（小項目）新人職員に対するエルダー・メンター制度導入支援

事業 

事業名 【No.12（介護分）】 

労働環境・処遇改善、人材育成力強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

186 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改

善を図る。 

事業の内容 労働環境・処遇改善、人材育成力の強化の観点から、新人介護職

員に対するエルダー・メンター制度等の導入を支援するための研

修を実施する。 

アウトプット指標 職員定着化に向けた支援体制の構築と具体的な技法の習得・体得

を目的とする。 

・研修受講者数 各年度 30 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

新人介護職員の職場定着に向けた事業を実施することにより、介

護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

186 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

124 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

62 

民 (千円) 

124 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

124 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

    ロ 介護ロボット導入支援事業 

事業名 【No.13（介護分）】 

介護ロボット導入支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改

善を図る。 

事業の内容 介護施設の管理者等が雇用管理改善の一環として介護ロボット

導入計画を策定して介護ロボットの導入を行う取り組みを支援

する。 

アウトプット指標 介護ロボット導入支援事業による導入事例を作成し、周知するこ

とで、介護ロボット導入を促進する。 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護ロボットの導入を支援し、介護職員の負担軽減を図ることに

より、介護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

4,000 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,000 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

    ハ ＩＣＴ導入支援事業 

事業名 【No.14（介護分）】 

ＩＣＴ導入支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：ＩＣＴの促進により労働環境の改善を図る。 

事業の内容 介護事業所のＩＣＴ化のための介護ソフトやタブレット端末等

の購入費用を助成する。 

アウトプット指標 ＩＣＴ導入支援事業による導入事例を作成し、周知することで、

介護事業所のＩＣＴ導入を促進する。 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護職員の負担軽減や業務の効率化などにより、離職防止を図

り、職員が継続して就労できる環境を整える。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

4,000 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,000 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）緊急時介護人材等支援 

（小項目）新型コロナウイルス感染症流行下における介護サー

ビス事業所等のサービス提供体制確保事業 

事業名 【No.15（介護分）】 

新型コロナウイルス感染症流行下のサービ

ス提供体制確保事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,898 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

新型コロナウイルス感染症により、介護施設等で働く職員が不足

した場合であっても、高齢者の生活維持にとって必要不可欠な介

護サービスの提供が求められる。 

アウトカム指標：新型コロナウイルス感染症流行下において、介

護保健施設等のサービス継続を図る。 

事業の内容 新型コロナウイルスの感染者が多数発生した介護保険施設等に

他の介護保険施設等から応援職員を派遣し、介護保険施設等のサ

ービス提供を継続する。 

アウトプット指標 介護保健施設等において新型コロナウイルス感染症による感染

症が多数発生した場合、他の介護保健施設等から応援職員を派遣

する。 

アウトカムとアウトプット

の関連 

新型コロナウイルス感染症流行下においても、高齢者の生活維持

にとって必要不可欠な介護サービスの提供の継続を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,898 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

4,599 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,599 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,299 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）介護分野就職支援金貸付事業 

事業名 【No.16（介護分）】 

介護分野就職支援金貸付事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,039 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県社会福祉協議会 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護人材は慢性的な人手不足に加え、新型コロナウイルス感染症

の感染防止対策等のために業務が増大し、人手不足がさらに深刻

化している。 

アウトカム指標：幅広い人材の介護分野への参入を促進するとと

もに、2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改善を図る。 

事業の内容 他業種で働いていた又は無職等の者であって、介護職員初任者研

修を修了した者に対して、介護分野における介護職員として従事

するための就職支援金を貸付する。 

アウトプット指標 貸付人数 20 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

幅広い人材の介護職への参入を促進することで、介護人材の確保

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,039 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,359 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,680 

民 (千円) 

3,359 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
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（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）緊急時介護人材等支援 

（小項目）新型コロナウイルス流行下における介護サービス事

業所等のサービス提供体制確保事業 

事業名 【No.17（介護分）】 

介護サービス事業所・施設における感染症対

策支援事業費 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

68,234 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県、事業受託事業者 

事業の期間 令和３年１０月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

新型コロナウイルス感染症に対応するためにかかり増した経費

の上乗せ措置期限を迎えたが、国内の感染状況が収束しておら

ず、県内の介護事業所から、施設の健全運営と適切なサービス提

供のために財政援助を要望する声が上がっている。 

かかり増し経費の助成件数：県内の介護サービス事業所・施設数

4,266 件 

事業の内容 新型コロナウイルス感染症対策について、そのかかり増し経費

を、基本報酬の 0.1%特例の対象としていた介護サービス事業所・

施設に対して助成する。 

アウトプット指標 ・介護サービス事業所・施設が新型コロナウイルス感染症に対応

する備えを十分に行うことで、クラスターの発生が防止される。 

・施設の運営状況が安定し、高齢者等への適切なサービス提供が

継続される。 

アウトカムとアウトプット

の関連 

新型コロナウイルス感染症に対応するためにかかり増した経費

を助成することで、介護サービス事業所・施設が新型コロナウイ

ルス感染症に対応するための備えを十分に行うことができ、クラ

スターの発生防止や、高齢者等への適切なサービス提供につなが

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

68,234 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

45,489 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

22,745 

民 (千円) 

45,489 
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計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

68,234 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

45,489 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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(2) 事業の実施状況 

別紙「事後評価」のとおり。 

 
 


